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第 22回富士山世界文化遺産協議会作業部会議事録 

 

日時：令和４年３月 10日（木）14：00～15:00 

場所：山梨県富士吉田合同庁舎 ２階 大会議室 

 

１．開会 

山梨県観光文化部 村松文化振興監より挨拶 

 

２．報告事項 

（１）「富士山登山鉄道構想」の進捗状況について  

・山梨県 柏木政策調査監 資料１により説明 

 

→質疑なし 

 

（２）利用者負担制度の検討状況について 

・山梨県 和泉課長 資料２により説明 

 

（富士吉田市住民代表） 

・この協力金の案件は五合目以上が対象になっているが、五合目以下も加えていただきたいという要望

が以前からあったと思う。その辺の考慮はされているか。 

 

（和泉課長） 

・先ほど示した令和 2 年度策定の制度骨子にある「富士山の環境保全に対して、幅広い対象から負担

を求めることや徴収の合理性の観点から『五合目観光客』も含めるべきとの意見もあるが、これは将来的

な方向性や対応を検討する際の課題とする」とあるように、当然この利用者負担制度の課題として位置

付けられている。今回は、この条件付入域制度の具体的なオペレーションということだったので、この五

合目来訪観光客を（徴収の）対象とする件については、また世界遺産協議会の中での議論になる。 

 

（富士吉田市住民代表） 

・麓から山頂までの登山道が資産になっているのは、吉田口だけなのだから、五合目以上についていろ

いろ整備するのと同じぐらい、五合目から下も整備が必要だろう。しかし、そういう対応は、お金がなけれ

ばできない。だからトイレであれ、何であれ、五合目以上と同じように、やっぱり対応していただきたいと

思う。その関係で、この協力金なり、負担をしていただきたいということ。その辺も踏まえて、県の方で検

討していただきたい。 

 

（和泉課長） 

・利用者負担専門委員会の方にもいろんなご意見があると思う。今いただいたご意見もしっかり検討して

いく。 
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（環境省富士五湖管理官事務所） 

・資料の最後の方、関係法令・法的課題について引き続き検討ということだが、自然公園法の観点につ

いては、スケジュール感をあまり把握していない。この資料に記載された次年度以降、環境省の方にも、

自然公園法等の兼ね合い等については、引き続きになるかもしれないが、ご相談が事務局の方からあ

るという認識をしておけばよろしいか。 

 

（山梨県 和泉課長） 

・この条件付入域制度については、県条例でいくのか、或いは自然公園法の利用調整地区制度を活用

させていただくかということは、未だ固まっていない。 

 

（環境省富士五湖管理官事務所） 

・とりあえず内容については承知した。ただ、その利用調整地区等の導入についても、いろいろハード

ルがある可能性もあるので、引き続き、ご相談いただければと思う。 

 

（御殿場山内組合） 

・公平でわかりやすい利用者負担、これは基本的には開山期間中の内容だと思うが、閉山期間中も、利

用者が何人いるかは不明だが、ゼロではない。今年も結構、山岳救助隊の方に冬の間、救助を求めて

連絡してきた方たちが大分いる。この期間の利用者負担は、この資料では何も言及していないけれども、

その点はどうなるか。 

 

（和泉課長） 

・基本的には、両県の開山期間中を対象とするものだが、ご指摘の通り冬山の登山も含め期間外の登

山もあるので、そこも引き続き検討して参りたい。 

 

３．議事 

（１）富士山富士宮口五合目来訪者施設に係る遺産影響評価書について 

・静岡県 鈴木課長 資料３、３－２により説明 

→質疑なし 

 

（２）新型コロナウイルス感染症による富士登山への影響調査の実施について 

・山梨県 和泉課長 資料４、４－２により説明 

 

（富士山五合目国際観光協会） 

・静岡県側では、顔認証制度というか、ワクチン接種歴や健康状態を的確に判断するシステムを本年、

本格的に導入すると静岡県側では発表している。それに対して山梨県は、救護所のお医者さんや、そ

の他の専門家のご意見を聞いて、そしてさらに的確なシステムを導入すると言っているが、山梨県側は

どんなシステムを導入するのか。 
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（山梨県 和泉課長） 

・当県については、コロナの感染対策にシステムを導入する予定はない。 

 

（静岡県 鈴木課長） 

・昨年の 11 月に、水ヶ塚駐車場におきまして、顔認証システムを使った実証実験ということで、これはワ

クチンの接種をされている方、ＰＣＲ検査済みの方、そういった方々をあらかじめ登録し、パソコンのカメ

ラのところへ顔向けていただければ、そのまま通れるというシステムの実証実験は確かに行った。ただ、

実際やっていくにあたっては、運用経費や、運営面のいろいろな課題がある。あくまでも昨年 11 月の事

例は実証実験ということであり、本県において、令和 4 年から直ちに本格導入するという予定は今のとこ

ろない。 

 

４．閉会 


